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令和2年第２回臨時会　提出議案と結果令和2年第２回臨時会　提出議案と結果

（11月30日召集）（11月30日召集）令和2年第4回定例会　提出議案と結果令和2年第4回定例会　提出議案と結果
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報　告
第７号

専決処分の報告について
令和２年10月23日、町道１－20号線広野地内で、道路の舗装がはがれていた所に走
行中の自動車が乗り入れタイヤとホイールが損傷し損害賠償した報告

報告 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 議長

議　案
第46号

嵐山町一般職員の給与に関する条例の一部を改正することについて
人事院勧告に準じて一般職の12月期末手当額を現行1.3月分を1.25月分にし通年現行
4.5月分を4.45月分に引き下げる

可決 ● ● ● × ● ● ● ● × ● ● 議長

議　案
第47号

嵐山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正することにつ
いて
人事院勧告に準じて特定任期付職員の12月期の期末手当を現行1.7月分を1.65月分に
変更する。現行年間3.4月分を3.35月分に引き下げる

可決 ● ● ● × ● ● ● ● ● ● ● 議長

議　案
第48号

嵐山町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する
ことについて
人事院の勧告に準じて12月期の期末手当を現行2.25月分を2.2月分に引き下げ、現行
年間4.5月分を4.45月分に引き下げる

可決 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 議長

議　案
第49号

嵐山町特別職の給与等に関する条例の一部を改正することについて
人事院の勧告に準じて12月期の期末手当を現行2.25月分を2.2月分に引き下げ、現行
年間4.5月分を4.45月分に引き下げる

可決 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 議長

議　案
第50号

嵐山町特別職の期末手当の額の特例に関する条例を制定することについて
令和２年12月の期末手当をコロナ禍のため特例的に算出された額に、町長は100分
の30、副町長は100分の20、教育長は100分の10を減じた額とする

可決 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 議長

議　案
第51号

嵐山町課設置条例の一部を改正することについて
現行の子育て支援課を廃止し、福祉課を設置する。福祉課の分掌事務は、（１）社
会福祉（２）障害福祉（３）児童福祉とする。健康いきいき課の分掌事務は、（１）
保健衛生（２）健康増進とする

可決 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 議長

議　案
第52号

嵐山町税条例等の一部を改正することについて
コロナ禍による影響を緩和するため地方税法附則第62条及び第64条の市町村で定め
る割合を現行２分の１を零とする

可決 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 議長

議　案
第53号

嵐山町国民健康保険税条例の一部を改正することについて
地方税法施行令の改正により国民健康保険税の軽減措置の判定に用いる所得の基準
の見直しをする

可決 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 議長

議　案
第54号

嵐山町印鑑条例の一部を改正することについて
印鑑登録証明書のコンビニ交付サービスを開始するために必要な改正を行う 可決 ● ● ● ● ● ● ● ● × ● ● 議長

議　案
第55号

嵐山町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正することについて
地方税法の一部改正により嵐山町条例条文の文言を改正する 可決 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 議長

議　案
第56号

嵐山町子育て支援センター設置及び管理条例の一部を改正することについて
子育て支援センターの利用料の設定（町内無料、町外一人１日200円）し、指定管
理者制度を導入するための改正

可決 ● ● ● × ● ● ● ● × ● × 議長

議　案
第57号

嵐山町介護保険条例の一部を改正することについて
地方税法の一部改正により、嵐山町条例の文言を改正する 可決 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 議長

議　案
第58号

嵐山町地域活力創出拠点施設設置及び管理条例の一部を改正することについて
嵐山町地域活力創出拠点施設に指定管理者制度を導入するため、指定の手続き等を定める改正 可決 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 議長

議　案
第59号

令和２年度嵐山町一般会計補正予算（第６号）議定について
歳入歳出予算に1644万６千円を追加し、総額を85億1349万５千円とする 可決 ● ● ● ● ● ● ● ● × ● ● 議長

議　案
第60号

令和２年度嵐山町介護保険特別会計補正予算（第２号）議定について
歳入歳出予算に283万５千円を追加し、歳入歳出予算を15億4436万４千円とする 可決 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 議長

議　案
第61号

令和２年度嵐山町水道事業会計補正予算（第３号）議定について
収益的支出を318万５千円増額し、４億8551万円とし、資本的支出を14万９千円減額
し２億4529万１千円とする

可決 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 議長

議　案
第62号

令和２年度嵐山町下水道事業会計補正予算（第３号）議定について
収益的支出を23万９千円減額し、６億1367万９千円とする 可決 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 議長

議　案
第63号

町道路線を廃止することについて（開発行為）
インターランプ内の開発行為によって町道杉山266号線、同282号線を廃止する 可決 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 議長

議　案
第64号

町道路線を認定することについて（開発行為）
インターランプ内の開発行為によって町道杉山266号線を新たに認定する 可決 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 議長
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発　議
第16号

女子差別撤廃条約選択議定書の批准を求める意見書の提出について
女子差別撤廃条約を批准し、女性の権利を国際基準に合わせるように求める意見書
の提出議案

否決 × × × ● × × ● × ● × ● 議長

発　議
第17号

不同意の性行為を処罰する刑法改正を求める意見書の提出について
刑法の性犯罪規定において「暴行・脅迫・抗拒不能」要件を撤廃し、不同意であれ
ば処罰対象とする改正を求める意見書の提出議案

否決 × × ● ● × × × × ● × ● 議長

発　議
第18号

男女共同参画社会実現に向けた民法750条の改正を求める意見書の提出につ
いて
夫婦同姓の強制ではなく、選択的に夫婦別姓が可能とできる民法第750条の改正を
求める意見書の提出議案

否決 × × ● ● × × × × ● × ● 議長

発　議
第19号

核兵器禁止条約の批准を求める意見書の提出について
核兵器禁止条約が令和３年５月より施行されるので、日本においても批准すること
を求める意見書の提出議案

否決 × × × ● ● × × × ● × ● 議長

発　議
第20号

少人数学級の早期実現を求める意見書の提出について
コロナ禍で、学校のなかで子どもが密にならないように少人数学級を求める意見書
の提出議案

否決 × × × ● × × × × ● × ● 議長

※●の網掛けは賛成討論、×の網掛けは反対討論を行いました。

議員提出議案と結果議員提出議案と結果

（11月4日召集）（11月4日召集）
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議　案
第45号

財産の交換について
嵐山町は株式会社ユニホーと土地交換及び交換差額の支払いを得るもの 採択 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 議長

杉山282号線

杉山266号線

杉山266号線

議案第63号・第64号
町道杉山２６６号線
（認定）　
町道杉山２６６・
２８２号線
（廃止）　

－インターチェンジランプ内－
株式会社ユニホー　倉庫建設予定地
　町道が決定。開発一歩推進

モニターさ
ん、議会傍聴は？

傍聴すると町の
流れや考えなど
を知り、行政が
身近になる！！

コロナで傍聴席
が少なくなった。
外にも傍聴席を
つくってほしい。

議会を傍聴しよう。議
員さんが町民の立場に
立って意見を言ってい
るかどうかも確認でき
ます！また、自分の勉
強にもなりますヨ。

個室の傍聴室があるので、お子様をお連れの方や車いすの方も傍聴できます。

•嵐山町から（株）ユニホーへ
　土地（旧道路分）8112㎡、（旧水路分）2267㎡
•（株）ユニホーから嵐山町へ
　土地（新道路分）5358㎡、（新設水路分）451㎡
　交換差金　1261万675円

Ｑ１㎡の単価は　　　　Ａ１㎡ 2760円

土地の交換　道路と水路の交換
（第２回臨時会　議案第45号）

総務経済委員会視察＝Ｒ2.12.3


